
　
　
で
は
、
２
０
１
１
年
７
月
よ
り

　
　
地
上
ア
ナ
ロ
グ
放
送
か
ら
地
上

デ
ジ
タ
ル
放
送
へ
と
移
行
す
る
に
当

た
り
、
国
か
ら
の
経
済
対
策
臨
時
交

付
金
の
一
部
を
活
用
し
、
地
上
デ
ジ

タ
ル
放
送
を
視
聴
す
る
た
め
に
必
要

な
機
器
の
購
入
・
設
置
に
関
し
て
の

費
用
を
一
部
助
成
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。

　
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
申

請
期
限
ま
で
に
申
込
み
を
し
て
く
だ

さ
い
。

１
．
助
成
対
象
者

　
助
成
を
受
け
ら
れ
る
方
は
、
平
成

21
年
10
月
１
日
現
在
、
洞
爺
湖
町
に

住
民
票
を
有
す
る
方
で
、
か
つ
世
帯

全
員
が
平
成
21
年
度
町
民
税
非
課
税

世
帯
で
あ
り
、
な
お
か
つ
次
の
 
ま

た
は
 
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世

帯
の
世
帯
主
の
方
で
す
。
（
別
表
の

チ
ェ
ッ
ク
表
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
）

 
平
成
21
年
４
月
１
日
現
在
、
世
帯

主
が
満
65
歳
以
上
の
単
身
世
帯
及
び

老
人
世
帯
（
満
18
歳
未
満
の
児
童
の

み
を
扶
養
し
て
い
る
世
帯
を
含
み
ま

す
。
）

 
配
偶
者
の
い
な
い
者
が
、
満
18
歳

未
満
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
ひ
と

り
親
世
帯

　
た
だ
し
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
が

全
額
免
除
さ
れ
て
い
る
世
帯
、
ま
た

は
全
額
免
除
が
う
け
ら
れ
る
世
帯
は
、

助
成
対
象
世
帯
か
ら
は
除
か
れ
ま
す
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
が
全
額
免
除
さ

れ
て
い
る
世
帯
、
ま
た
は
全
額
免
除

が
受
け
ら
れ
る
次
の
世
帯
の
方
は
、

国
か
ら
デ
ジ
タ
ル
チ
ュ
ー
ナ
ー
が
無

償
提
供
さ
れ
ま
す
。

 
生
活
保
護
受
給
世
帯

 
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
が
い

る
世
帯
で
世
帯
全
員
が
町
民
税
非
課

税
の
世
帯

 
社
会
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
さ
れ

て
い
る
方

　
詳
し
く
は
、
総
務
省
地
デ
ジ
チ
ュ

ー
ナ
ー
支
援
実
施
セ
ン
タ
ー
　
０
４

４-

９
６
６-

８
７
１
９
ま
で
。

２
．
助
成
額

１
世
帯
　
１
１
、
０
０
０
円
で
す
。

助
成
金
申
請
後
、
町
民
税
な
ど
資
格

要
件
を
調
査
し
、
該
当
の
方
に
は
指

定
さ
れ
た
金
融
機
関
口
座
に
後
日
、

振
込
み
し
ま
す
。

３
．
申
請
方
法

　
役
場
本
庁
健
康
福
祉
課
、
洞
爺
湖

温
泉
支
所
、
洞
爺
総
合
支
所
住
民
係

の
各
窓
口
へ
次
の
も
の
を
持
参
の
う

え
、
備
え
付
け
の
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

・
印
鑑

・
申
請
者
本
人
の
身
分
を
証
明
す
る

も
の
（
例
：
運
転
免
許
証
、
住
民
基

本
カ
ー
ド
、
健
康
保
険
証
、
年
金
証

書
、
洞
爺
湖
町
高
齢
者
福
祉
証
な
ど
）

・
預
貯
金
の
通
帳
ま
た
は
金
融
機
関

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
（
振
込
先
の
間

違
い
を
防
ぐ
た
め
確
認
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
必
ず
お
持
ち
く
だ

さ
い
。
）

※
代
理
申
請
の
場
合
は
委
任
状
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

４
．
申
請
受
付
期
限

　
平
成
22
年
２
月
26
日（
金
）ま
で

■
問
合
わ
せ
　
洞
爺
湖
町
役
場
健
康

福
祉
課
　
福
祉
・
高
齢
者
グ
ル
ー
プ

　
74-

３
０
０
１

地上デジタル
受信機器等購入・設置に
助成金支給

地上デジタル
受信機器等購入・設置に
助成金支給

地上デジタル受信機器等購入助成（該当・非該当）
チェック表

平成21年10月1日現在、
住民基本台帳に登録さ
れていますか？

住民票で世帯主が平成21年4月1
日現在65歳以上の独居世帯また
は65歳以上の老人世帯ですか？

ひとり親世帯
ですか？

税務課にて収入申告を
おこなってください。

世帯員全員が21年度町民税非課税世帯ですか？

生活保護世帯ですか？

社会福祉施設に入所
されていますか？

三障害の手帳保持者で全額ＮＨ
Ｋ受信料の免状を受けている、
または受けることのできる世帯
ですか？

該　当

非
　
　
該
　
　
当

（平成21年１月１日以降に転
入された方は前住地の市区
町村役場より「非課税証明書」
を添付してください。）

総務省でチューナーの無償配布
を行います。詳しくは地デジチ
ューナー支援実施センターへ  
　044-966-8719


